
判 例 研 究

民法958条の 3にいわゆる特別縁故者にあたるとされた事例

特別縁故者に分与すべき財産を抗告審において変更した事例

松 本

東京高裁昭和55年4月21日}部決定・一部変更

(東京高裁昭55(ラ)118号財産分与の審判に対する抗告事件〉

判時 966号 34頁

〔問題点〕

タ

特別縁故者と認められる場合は?また，抗告審において分与財産を変更することは可能

か。

〔 事実〕

被相続人Aは聾唖で心神喪失の常況のまま昭和51年5月5日に43才で相続人なくして死

亡した。その生前は，母Bが農業を細々と営みながらAの世話をしていたが，その母Bも

昭和50年11月20自に死亡したので，その後はもっぱら，申立人(抗告人)xが世話や援助

をしてきた。

とこるで，申立人Xと被相続人Aやその母Bとの関係は. Bの次妹の五女で被相続人A

とは従姉関係にあたる。また.Xは昭和31年頃， Bの事実上の養子となれ以後B方にお

いてAともども三人で同局し，生討を同じくしていた。昭和33年1月Xは婚姻し， Cを婿

養子の形で迎えたが Bとc;o.;;向日となったため，悶年5月頃からX・CはB・Aとは別

居するに至った。その後BA母娘とは格別の交際もなかったが，昭和49年頃， xがBと偶

然路上で出会い，その身なりの粗末さや，年をとった様子から，援助を求められたわけで

はないが，同情心や同居を二年程でやめたととで自賓の念などから，何かと身のまわりの

品を届けたり，農作業などの手助をするようになった。それで.XはB・Aらと親密さを回

復し，生活上も何かと信頼されるようになった。 Xは被相続人Aの病気が再発するとすぐ
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に入院させたり，過労で倒れたBの入院や看護のために私財をもっ℃あたった。 BA母娘

の入院・治療について種々の世話をし，医療費等も支弁し，両名の死亡に際しては葬儀を

主宰するなどしてきた。なお， xが支弁した医療費葬祭関係費用の額は200万円を下らぬ

額に達すと推認される。

Bが昭和50年11月20自に死亡し，その所有であった土地並びに銀行預金はAが相続によ

りすべて取得した。 Aは51年5月5日に死亡したのと， xは同年11月17日被相続人Aの相

続財産管理人選任の申立をし，管理人が選任され，その旨の官報公告がなされ，相続人捜

索公告の手続が完了(昭和53年4月29日)，被相続人Aの相続人不存在が確定し， Xが同年

6月13自に相続の分与を求めたもので，他に訴求する者はいない。

つまり， XはAとの事実上の身分関係，親族関係，生計を同じくして世話をし，その療

養看護に努め，葬儀法事等を主宰してきたもので，特別縁故者に当るものであるから，相

続財産の分与を求めると主張した。

原審判は，申立人Xは被相続人Aの従妹に当る者であり，僅か2年余りに過ぎなかった

が，その母:Bの事実上の養子として被相続人とも生計を同じくし，十数年を経たのちに偶

然再会したものといいながら， 2年前後にわたり被相続人娘・母の療養看護に努めたもの

であって，民法958条の 3にいわゆる特別縁故者に該当するものと解して妨げないし考え，

縁故関係，葬祭等の主宰，その他一切の事情等に照らすとき，本件相続財産のうち①畑

地935m2の土地，及び預金を分与すべしまたこれをもって足りるものとすると判示し

た。

〔抗告理由〕

申立人Xはa 特別縁故者に該当する旨の審判，および分与されるべき財産の割合・金額

認容程度について不服はないが，分与財産それ自体についての不服申立をした。すなわち，

分与の対象となった①の畑地935m2にかえて，③の宅地793.38m2の分与を求めた。分与

申立の理由は，当該宅地には被相続人母娘らの居住していた家屋(老旧化しているがXら

が修理したたゐ居住可能)が現存し，その居宅袈手には被相続人らの氏神様を祭る褐が存

在し，ゆかりある人々の礼拝の対象となっており ，Xは今後も被相続人娘母の法事を行っ

てゆくうえで不可欠であり，近隣の親類等も望み，期待している。また，財産分与におい

て，財産価値・額・言平価については，地目の相違あるが財産的評価については差異をつけ

がたく，両者には経済的価値に差はないので変更は可能である，旨を主張した。
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〔決定理由〕

抗告人Xを民法958条の 3にいわゆる特別縁故者に該当するものと判断するのは原審と

同じ理由である。

原審記録から認定される縁故関係の経緯・内容，相続財産，被相続人の意思，抗告人の

尽力その他の事情に，当審での申述を総合すると，本件相続財産のうち③の土地及び預金

を分与すべく，またとれをもって足りるものとするを相当とする。③の土地は，①の畑地

より面積は狭いが，宅地であるため価額はむしろ高し①の畑地の時価金を相当上回る(①

の畑地は700万円程度，③の宅地は1，000万円程度)ことが認められる。③の土地は価路に

おいて相当高額なものであるけれども，その故をもってこれを抗告人に分与するのを相当

でないとする事情は，これを認めるに足る証拠がなしそのほか記録を精査するも，以上

の認定判断を左右すべき事情を認めることはでさない。

参照条文 958条の 3

〔批評〕

本審判例は， 958 条の 3~いう特別縁故者に該当する事例をあきらかにした点，抗告審

において申立変更を認めた点，財産分与としてはー部分与を認容した事例として意義をも

っ4以下本審判例の滋義・問題点について研究する。

958条の 3は昭和37年の民法改正によって追加されたもので， その機能としては，現行

法の相続人の範囲を制限する方向にあって，法律上は相続権者ではないが，事実上}は被相

続人との閲に親密な関係があり，相続人と同様の地位をもちラるような人の保護をするも
(1 )(2) 

のとして設けられたものである。 Lかしながら，条文の構成が一般条項で示され，その判

断はすべて家庭裁判所の裁設に専制的にE草するとされたことから，具体的事例の集積が要

求されるととになる。

958粂の 3が「被相続人と主主計を同じくしていた者，被相続人の療養看護に努めた者，

その他被相続人と特別の縁故があった者」と表現したことから，r特別縁故者」認定にあた

っては，被相続人との具体的な，実質的な事実上の関係の積み重ねから生ずる精神的・心

理的，および経済的結びつきといったものの濃淡が判断の基準となるべきで，被相続人と

のあいだの血縁・婚縁といったものだけで認定:すべきではない。自然血縁といったものが

(1) 例えば，唄孝一私法30号155頁。 久貴忠彦判例特別縁故者法6頁以下。

(2) 問題，点が多いと指摘するもの少くない。 鈴木・唄人事法II50頁。

(3) 我妻・唄「相続法」判例コメンターノレ 233頁。
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重視されることは，わが民法の相続人制限といった近代法の精神が実質的に崩され，時代

に逆行することになえ〉したがって，特別縁故者認定では具体的事実関係の累積の評価の'

中で縁故の程度が決ってくるといえよう。その意味で，どのような具体的・個々的事実が

日々重ねられ，被相続人とのあいだにどのような関係が形成されてきたかを見極めること

が要求される。

なお， 958条の 3にいう相続財産分与請求権は，相続人不存在が確定し， 自らが特別縁

故者に該当する者であるととを申し立て，裁判所の認定ののちに，裁判所の行ラ分与決定

によって具体化す2;したがって，申立人は申立前に相続財産分与請求権として法的保護

をうける期待機はないと解されてい2:つまり，該当者は申立権のみ権利として行使する

ことになる。相続財産分与請求こによって財産を特別縁故者が取得しうるかは，相続人不存

在という形式的・絶対的要件のほかに，申立入が特別縁故者に該当するものであるという

裁判所の認定という実質的・相対的要件を備えたうえに，裁判所のなす分与判断の是非に

よって具体化し℃くる。当該縁故者が要件具備を主張するためには，抽象的な分与請求権

一一裁判所によって認定されるととがさらに必要であるが一ーが認められていると解すべ

きであろう。すなわち，当該関係者のもつ抽象的相続財産分与請求権はその実質的機能を

裁判所への申立に限られているとしても，その請求権行使の結果，裁判所の認定によりは

じめ℃具体的な財産分与請求権が実現され℃くる。当該縁故者に対して申立前の法的保護

をどのように確保するかは別として，縁故者!の誇求のうえに実現化されるものである以

上，基本となるべき広い意味の分与請求権は存在すると云える。

ところもこの制度の適用は相続人不存在を前提条件として，事実上の相続人保護，ま

た無私的献身的に被相続人を面倒み℃きた人に対する配慮をするものであるが，相続人が

いたとしても，法定相続人以上に被相続人に近い縁故者，また事実上の関係をもってきた

人もありうる。とくに，今後の高齢化社会の中で，相続人が被相続人と同じ地域，社会に

いて，共同体を形成しえないような状況のあるなかで，被相続人とのあいだの特別な関

係を評価することが法政策上望まれる場合が多くなるとき，立法論として絶対的条件であ

る相続人不存在の構造に対する新しい解釈が必要となる:その意味からすれば，縁故者に

(4 久貴前掲23頁。
(5) 久貴教授は答申jで認容されてはじめて相続寄与分与請求権が形成されるとする。

(6) 久 食 前 掲24頁。

(7) 相続人が存在し，相続人のあるものが被相続人に何らかの寄与をする場合，他の相

続人と比較して寄与分というものが配慮される。相続人がい-C，相続人でないものが
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該当する者のもつ請求権の意義づけをどのようにするか，権利性をどのよラに確定するか

はとの制度に新しい一つの方向を与えるものといえよう。

さて，具体的にどのような事情が特別縁故者に該当すると判断されたかその要因につい

て分析しよう。条文は，生計同一，療をさ看護などを具体的事例として挙げる。被相続人と

の縁故関係は四つ面の関係から考察できる。すなわち， (A)身分的つながり， (B)経済的

つながり， (C)事実的生活的つながり， (D)精神的心理的つながりに，分かれる。これらの

つながりは被相続人の死亡を終点とし宅:生前におい-C，時間的状態つまり長期的・継続

的，短期的・一時的状態，かなどカち子析される。

被相続人との身分的つながりでは， (1)法律上の親族関係のあるもの， (2)事実上の婚

姻関係にあるもの， (3)事実上の縁組関係にあるもの， (4)全くの他人，に分かれる。

(2) (3) (4)について過去の関係なのか，被相続人死亡的まで継続的に存在した関係か，

が考えられる。この身分的つながりの程度だけで特別縁故者と認めるか否かであるが，判

{7lJは法律上の親族関係のみで認定することは相続人を制限する現行法の精神に反するもの
(9 )(10) 

と示している。この身分的つながりを中核として，経済的，事実的・生活的，精神的・心

理的つながりが複雑緊密に結びあってくるものであるから，これだけをもっ℃縁故関係を

認めることは難しい。

経済的つながりは生計同ーという表現でその典裂が評価されている。「生計同一」には，

(1)被相続人と縁故者が同居し，経済的生活を全く同じくしている場合， (2)同居はする

が，それぞれ個有の経済関係を維持し共同生活をしている場合， (3)別居生活ではあるが

縁故者が被相続人の生計を負担している場合， (4)別居生活であるが，被相続人が縁故者

の生計を負担している場合，とがあり，被相続人と縁故者との経済的つながりの濃淡はそ

れぞれのケースの程度で判断される。

事実的生活的つながりは条文の文言が示すように「療養看護」といった日常生活での行

動がその典型としてあらわれる。この他に，被相続人と縁故者とのあいだの相互扶助行為，

被相続人に寄与する場合，との寄与分の評価はうけえない。相続不人存在場の合は958

条の 3のこの制度で寄与に対する何らかの評価が可能となる。制度的欠落部分といえ

るのではなかろうか。この不備をカグァーすることグヰえられないかである。

(8) 縁故を考え!るとき，あくまでも被相続人の意思を考慮にいれるので，死後の関係は

一方の側の縁故意識のみによるととになるので制限すべきである。

(9) 鹿児島家審昭45年1月20日家月22巻8号78頁。 これと反対のもの大阪高決昭44年

12月24日家22巻 6号59頁。

(10) 久貴前掲21頁。
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農作業への協力などが考えられるが，ここでは単に近隣者や親族における通常の社会生活

上にみられるよラな扶助的行為，特別的継続的行為の積み重ねが評価の対象となると考え

られる。

最後に，精神的・心理的つながりは，前三者のつながり形成の中で次第に確立されてく

るもので， 日々の行動の中から被相続人の意思が推定されることが多い。この精神的・心

理的つながりを考察するとき，被相続人の死後の供養法事といった事項から関係づけるこ
(11) 

とは疑問である。すなわち，生前における精神的・心理的関係が被相続人との関は縁故関

係、をつくり，被相続人の死に際してもそれなりの行為(葬祭主宰〉をとらせ，また被相続

人もその旨を期待する。それゆえ当然に，精神的・心理的つながりにおいては被相続人の
(12) 

死後の事情を評価することは法の趣旨からも否定される。

ところで本事例では，被相続人と申立入との閣には，身分的つながりでは法律上の親族

関係の他，事実上の関係(母の事実上の養子としての関係〉が短期的ではあるが存在した

こと，経済的つながりでは，過去の一時期ではあるが二年間同居生活があり，生計を共に

しており，被相続人の母の農業の手助け，その他日常生活での補助的行為の外，被相続人

母娘の病気に対しては療養看護に努めたことが認められ℃いる。また，被相続人の母との

聞には信頼関係があり精神的・心浬的より所となっていた。そ乙で，本件lでは，被相続人

及び被相続人の母と申立人との間には特別な縁故関係を認定する場合，条文の文言のいラ

「生計同一」の事実，あるいは「療養看護」の程度の個々の事情を単独では認定しがたく，

全ての事情を考慮することで該当する者を認定している。本事例での認定は当然のことと

いえよう。特別縁故者認定に当っては， 958条の 3の文言で単に「生計同一者j，r療養看護

1'c努めた者jrその他の者j，といった構成で認定され，それぞれの程度の淡淡により縁故

の皮合が判断される。その認定の度合が財産分与における判断基準となる。つまり，縁故関

係が強ければそれに応じた相続財産分与が認められる。特別縁故者認定における事情の判

断とそれを前提とする財産分与の認定は相互に関連するし，縁故程度は被相続人とのあい

だの関係を相続財産という物との関係におきかえ--C，分与のために相対的に評価される。

さて，本事例は原審において財産分与誇求をし，抗告審では一部分与における分与財産

の変更を求ゐたものである。裁判所は分与について専制的裁量主権をもっているのであるか

ら，抗告審におい℃分与されるべき対象物の財産について不服申立をし争いうるかであ

(11) 1例えば，岡山家備前出審昭55年1月29日家月32巻8号103頁。

(12) 同旨久賀前掲145頁。
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る。つまり，申立権者は自己が特別縁故者に該当するものであること，その認定がなされ

た後，何らかの分与を諮求するものであっ t相続財産のどの部分をどのくらいといった特

定あるいは限定を行った申立で裁判所を拘束することができるかである。縁故者のもつ相

続財産分与請求権が申立時より具体的に効力をもっと考えるのであれば，当事者の期符ーす

る範囲についての申立を意味のあるものと解しうるが，認定された時にはじめて相続財産

分与請求権が形成されると解する場合には，申立権者に分与物の特定権があると解するこ

とは難しい。財産分与誇求権を行使する縁故該当者の詩求は包括的でありさえすればよい

と解するのであれば，抗告審において分与物変更を申立ることは意味がない。さらに縁故

関係をもっ℃財産分与を判断するとき，当該縁故者に分与されるべき財産が縁故者に何ら

かの結びつきfをもっ物であるか否かの判断をどのように考えるかである。当事者聞の縁故

性ゆえに分与右認める法の趣旨からすれば，分与物に対する縁故性の主張は裁判所の裁量

権行使の是非について新しい意義づけをもたらすことになる。その意味で具体的権利の主

張の段階である事事審までであれば申立の変更は可能といえよう。

本事例はI相続財産分与の請求に対して一部分与を認めた。特別縁故者関係からみた一部

分与の恕由が示されていない。(本件での相続財産はかなりの金額 (1，500万円程度)で，

国庫に帰属する財産の評価もかなりの額 (700万円程度〉にのぼる〉。縁故の程度を詳細に

判断して特別縁故者が認定されるのであるから，全部分与，一部分与の判断の相違につい

ての理由付けが望まれる。

最後に法政策面から，相続人不存在を前提とすることについての疑問，および縁故者に

諮求権取得を認める理由づけについて考察する。相続人がある場合，被相続人との砲に「生

計同一」者， r療養看護に'努める」者である相続人は，特別寄与者として評価をうける場

合があり， 相続財産についての寄与が別に考慮されうる。相続人でない「生計同一」者

「療養看護に努めた」者は相続人が存在する場合何ら被相続人に対して分与・寄与の主張

が認められない。相続人不存在の場合のみが958条の 3で意味をもっ。相続人の有無に関

係なく被相続人との閣にいわゆる縁故関係をもった者があるとき，状態のことなるこれら

三者を衡平にあっかうことはむつかしい。

また，特別縁故者はなにゆえ分与を認められるのかは，相続財産に関連する縁故者の経

済的行動の精算関係の合理化があろう。被相続人に対する様々な行為は経済関係の肩替り

の場合も多い。また，高齢化社会での老人扶養扶助問題の恒常化は相続問題をもっと合理

的なものへと進めることを要求するであるラ。精算的考え方，被相続，人に対する最終的関
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係者の行為の評価が高まれほ，この制度の利用のために解釈の工夫が望まれよう。

-1980年11月5日稿ー
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